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消費税率引上げに伴うコールセンターの⼟曜⽇対応について 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
１０⽉の消費税率引上げに向け、以下のコールセンターを設置し、平⽇９〜１７ 
時にご相談を受け付けているところですが、９⽉・１０⽉については⼟曜⽇も 
ご相談を受け付けることとなりましたので、ご案内させていただきます。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
〇消費税価格転嫁等総合相談センター（総合相談センター） 
フリーダイヤル：０１２０－２００－０４０ 
（IP 電話を含む固定電話からおかけの場合） 
  ナビダイヤル：０５７０－２００－１２３ 
（通話料⾦がかかります） 
 
〇消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター） 
フリーダイヤル：０１２０－２０５－５５３ 
※⾳声ガイダンスに沿ってお知りになりたい内容の番号を選択 
 「１」：軽減税率が適⽤される品⽬が知りたい⽅ 
 「２」：帳簿・請求書などの書き⽅が知りたい⽅ 
 「３」：その他の軽減税率制度について知りたい⽅ 
 
〇軽減税率対策補助⾦事務局（補助⾦コールセンター） 
フリーダイヤル：０１２０－３９８－１１１ 
（固定電話（IP 電話を除く）・携帯電話からおかけの場合） 
 ナビダイヤル：０５７０－０８１－２２２（通話料⾦がかかります） 
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